
指名停止中の業者一覧表

　　

現在、本宮市における有資格業者で指名停止中の者は下記のとおりです。

令和８年６月１０日 現在

停止開始日業者名

役職名 代表者名

住      所

停止終了日

停止期間

事 件 名

停止理由及び適用条項

令和8年03月18日株式会社本多組

代表取締役 本多　幸一

福島県二本松市西勝田字七合畑３５

令和8年06月17日

3ケ月

移動式クレーンを用いて作業を行う際、あらかじめ作業方法を定めていなかったため労働安全衛生法に違反
したとして、令和７年３月７日付けで、当該事業者及び専務取締役が罰金の略式命令を受け、その刑が確定し
た。
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不正又は不誠実な行為   　●基準別表第２の１３

令和8年05月13日株式会社　大林組

代表取締役 佐藤　俊美

東京都港区港南二丁目１５番２号

令和8年06月23日

6週間

令和６年１０月４日、当該業者が代表構成員を務める共同企業体で施工中の東海旅客
鉄道株式会社発注の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか」の工事にお
いて、ベルトコンベアーの延伸作業中に協力会社の作業員が負傷する労働災害が発生し
た。
　この件について、同社の社員が所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行ってい
たとして、令和８年３月２４日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所から
同社及び同社社員２名それぞれ罰金刑の判決を受けた。
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不正又は不誠実な行為   　●基準別表２の１３

令和8年05月27日株式会社　近代設計

代表取締役 根本　顕

東京都千代田区鍛冶町１－９－１６

令和8年06月16日

6週間

当該人は、令和５年７月３１日に契約した相双建設事務所発注「設計業務委託（道整・
再復）」（第23-41370-0222）において、令和７年１月６日の完成検査に合格し、発注者
に成果物を納入した。
　その後、横変位拘束構造の定着長にかかる設計に不備があることが判明した。
　このため、発注者により契約不適合責任に基づき、令和８年４月３日に修補が請求され
た。
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故意等による粗雑工事   　●基準別表１の３

令和8年06月10日富士通Japan株式会社

代表取締役 國分　出

神奈川県川崎市幸区大宮町１―５

令和8年07月21日

6週間

当該事業者の元社員は、退職前に勤務先の同社事務所において、営業秘密として管理する情報を不正に持
ち出したとして、令和８年５月１２日に不正競争防止法違反により、埼玉県警に逮捕された。
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不正又は不誠実な行為   　●基準別表２の１３
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